
山元町移住・定住支援補助金補助金申請手続きの流れ
《住宅を賃借して助成を受ける場合　必ず①～③の手続きを行ってください》

　※２年目についても②③の手続きが必要になります。

◎交付申請者 ◎山元町

建物賃貸借の契約を締結

（入居して住民登録）

 交付申請書（様式第１号）を準備 ①交付申請  交付申請の受付

（必要書類を確認して添付） 　添付書類・申請内容の確認

 ２年間（補助限度期間）入居 （決定通知）  補助金交付を決定

 ※２年以内で期間の設定が可能 （補助額の決定）

 申請内容を変更する場合 （変更申請）  変更申請の受付

 変更申請書（様式第５号） 　添付書類・申請内容の確認

 と変更内容が確認できる書類
 を準備

　場合は廃止申請書（様式第６号）
 内容変更の承認

 変更した内容で （変更決定）

 入居（家賃支払い）を行う

 町外に転出する場合
 は決定を取消

 ３月分（補助期間の最終月）の

 実績報告書（様式第８号）と ②実績報告  実績報告の受付（請求受理）

 交付請求書（様式第10号）を準備 ③交付請求 　添付書類・報告内容の確認

（必要書類を確認して添付）

（口座に入金）  補助金交付額を確定

 ５年以上の定住 （補助金の交付）

 ※５年以内に転出した場合は
   交付した補助金を返還して頂きます

○問い合わせ
〒９８９－２２９２
宮城県亘理郡山元町浅生原字作田山３２
山元町役場　子育て定住推進課　子育て定住推進班
ＴＥＬ：０２２３－３６－９８３５
ＦＡＸ：０２２３－３７－４１４４
Ｅ-mail：kosodate.k@town.miaygi-yamamoto.lg.jp

 家賃支払いを行う

※不足書類がある場合は受付しません
　申請前に書類の確認をお願いします

※賃借を解除して町外に転出する


